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２０１４年９月１８日 

警告：ビラを回収することは不当労働行為（支配介入）に当たる違法行為です。 
 

支支部部ののホホーームムペペーージジをを開開設設ししままししたた。。  
http://jmiu-tml.jimdo.com 

  

ＪＪＭＭＩＩＵＵ東東京京測測器器研研究究所所支支部部ののホホーームムペペーージジをを開開設設ししままししたた。。会会社社のの不不当当労労働働行行為為をを認認定定しし

たた東東京京地地方方裁裁判判所所のの決決定定文文書書ややビビララななどどのの閲閲覧覧・・ダダウウンンロローードドががででききまますす。。東東京京測測器器のの従従業業員員

ににはは、、「「ＪＪＭＭＩＩＵＵ組組合合ニニュューースス」」のの配配信信もも受受けけ付付けけてていいまますす。。ぜぜひひ、、ごご自自宅宅かかららアアククセセススししてて

くくだだささいい。。みみななささんんののごご意意見見・・感感想想ををおお寄寄せせくくだだささいい。。  

  

２２００１１４４年年秋秋季季闘闘争争要要求求をを提提出出ししまますす。。  
 

２０１４年秋季闘争に関して、９月１８日（ＪＭＩＵ統一要求日）に下記のとおり要求しま

す。 
 

（１）ＪＭＩＵの合意協力型労使関係の統一要求書 

「くらしと雇用をまもり、企業の将来展望をつくる『合意協力型』労使関係をめざす要求

書」（裏面を参照）を提出します。併せて、以下の事項を要求します。 

１．高田組合員に対する「不当配転」や「ビラ配布の妨害と強制回収」などの不当労働行

為を撤回・謝罪し、ＪＭＩＵとの正常な労使関係をつくること。 

２．高田組合員に対する不当な懲戒処分（けん責、減給）を撤回・謝罪すること。 

懲戒処分そのものが不当ですが、特に減給処分は労働基準法９１条に違反しています。

労働基準法違反には刑事罰が科せられます。品川労働基準監督署（司法警察）は８月２

８日に会社・社長・会社監査役の三者に対する刑事告発状を正式に受理しました。 

３．２０１３年度以降の管理決算書、２０１４年３月３１日付以降の貸借対照表の開示。 

４．消費税増税が今後の業績に与える影響と、それに対応する会社の経営施策の開示。 

５．「ひずみゲージの納期問題」、「６５才まで働ける職場づくり、製造職場の体制の整備」

の進捗状況の開示。 

６．有給休暇の取得状況の開示。 

７．就業規則改定の予定がある場合は事前に開示し、ＪＭＩＵの同意を得て実施すること。 

安倍政権は「労働者派遣法の抜本的改悪」「残業代ゼロ法案」「解雇自由法案」「限定

社員制度法案」など労働法制の大改悪を実行しようとしています。大企業の一部では、

これらの大改悪が実現することを前提に、就業規則の変更作業（残業代ゼロなど）を

既に進めています。 

東京測器の就業規則を改定する予定がある場合は、十分な時間的余裕を以て事前に開

示し、ＪＭＩＵの同意を得て実施することを要求します。 

 

（２）継続雇用（再雇用）の労働条件に関する要求 

会社が考えるべきことは、再雇用社員をより一層活用すること、モチベーションを維持

してより一層業務に貢献してもらうことです。したがって、再雇用社員のモチベーションを
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維持するためにどう処遇するかが、会社の重要課題になります。 

１．「正社員と同等時間勤務」「短時間勤務」ともに、退職時の６０％（ただし時給換算で

１０００円を下回らない）とすること。 

２．「正社員と同等時間勤務」「短時間勤務」ともに、家族手当と住宅手当を支給すること。 

３．子会社（テムエル工業）設立に関する以下の質問事項について回答すること。 

①何故、再雇用社員の雇用先として子会社を設立するのか？ 

「再雇用社員の労働条件改善」は企業の将来にとって重要課題。東京測器が直接雇用

を継続して責任を果たすべき。 

②今後は、再雇用社員は子会社で雇用するのか？ 

③東京本社以外（桐生工場や営業所）の再雇用社員はどのように雇用するのか？ 

 

（３）事前協議・同意協定の締結 

既に締結した協定・団交議事録・確認事項を整理し、それらを更に発展させて、以下の事

前協議・同意協定を締結することを要求します。 

 

（４）三つ子の弊害を解消するための要求 

２０１１年と２０１２年春闘の労使合意にもとづき、三つ子の弊害（低昇給、異常に大き

な査定配分、政策的な査定）を解消することを求めます。 

１．「賃金水準の精査」と「あるべき賃金水準（賃金カーブ）」についての協議を踏まえて、

労使合意による「あるべき賃金水準」を確立すること。 

２．「あるべき賃金水準」に達していない従業員の賃金是正のルールを、労使合意で確立す

ること。 

３．政策的な査定を行わないこと。 

 

（５）一時金支給条件・退職金に関する要求 

１．一時金の支給条件を「支給日に在籍している者」ではなく、「査定期間に在籍していた

者」に変更すること。 

 

事前協議・同意協定（案） 
 

１．会社は、解雇・転籍・希望退職の募集、出向・配置転換、職種変更などについて

は、労働組合と事前に十分協議し、労働組合と本人の同意のうえに実施する。 

２．会社は、有期雇用労働者の雇い止め、有期雇用、派遣労働者並びに業務請負などの導

入・契約解除、裁量労働制を実施する場合は、労働組合と事前に協議し、同意を得た

うえで実施する。 

３．会社は、以下の事項について、労働組合と事前に協議し、同意を得たうえで実行す

る。 

①事業所の移転・統廃合、分社化・合併、会社分割など企業組織の変更 

②子会社の設立・業務移転・解散、新業種への進出・転換、海外への生産移転、企

業間提携の締結 

③増減資、他社の買収、営業譲渡、廃業、企業倒産にかかわる私的・法的手続きの

申請・実行 

③その他、重要な経営施策の変更 

４．会社は、賃金、労働時間、勤務形態など労働諸条件の変更について、組合と事前に

十分協議し、同意を得たうえで実施する。 



２．退職金規定を（定年退職時の基本給）×（勤続年数）×（１．００）とすること。 

 

（６）職場の人員補充、環境に関する要求 

１．新規採用により人員を補充すること。 

２０１５年度定期採用の内定者数、２０１５年度以降の採用計画を開示すること。 

２．技術・技能の継承のための教育を充実すること。 

２０１２年秋季闘争での会社の回答は以下のとおりです。 

「今年度から技術・技能の伝承者の特定と計画に基づく教育を開始しました。また、

伝承の為の教育ツールの充実も、引き続き図っていきます。」 

２０１３年秋季闘争では回答を得られませんでしたので、その後の進捗状況について

開示を求めます。 

 

（７）労働条件に関する要求 

１．社会保険料負担割合の変更 

①厚生年金保険料負担割合を、現行の「使用者（＊＊）：従業員（＊＊）」から 

「使用者（５５）：従業員（４５）」に 

改善すること。 

②介護保険料負担割合を、現行の「使用者（５０）：従業員（５０）」から 

健康保険と同率の「使用者（５３．５）：従業員（４６．５）」に 

改善すること。 

２．会社創立記念日（２０１５年１２月１６日）の休日を土曜日に振り替えること。 

３．寒冷地手当（札幌）の増額 

 現行 要求 

扶養家族有り ＊＊＊＊＊＊円／月 ＊＊＊＊＊＊円／月 

扶養家族無し ＊＊＊＊＊＊円／月 ＊＊＊＊＊＊円／月 

札幌勤務の国家公務員の寒冷地手当（支給期間は１１月～３月の５ヶ月間）は、扶養

家族有りが２３，３６０円／月（支給総額１１６，８００円）、扶養家族無しが１３，

０６０円／月（支給総額６５，３００円）です。東京測器の支給期間は１０月～３月の

６ヶ月間ですが、この間の支給総額は扶養家族有りが＊＊＊＊＊＊＊円、扶養家族無し

が＊＊＊＊＊＊円となり、国家公務員より劣っています。支給総額で国家公務員相当の

寒冷地手当とするために、上記のとおり増額を要求します。 

４．パートタイマについても、生理休暇のうち月１日を有給休暇とすること。 

正社員と同様に、生理休暇のうち月１日を有給休暇とすること。正社員には与えられ

ていて、パートタイマには与えられていないのは、均等待遇の観点から合理性がありま

せん。 

 

（８）労働組合の権利に関する要求 

１．労働組合活動による労働時間の短さを理由とした考課査定の切り下げを行わないこと。 

 

（９）その他の要求 

１．昇給総額の２％の枠内で行う賃金是正に関して、事前に労働組合と協議を行い、労働

組合の同意を得て実施すること。 

 

回答指定日 １０月２日（木） 

当日は必ず東京本社で団交を開催のうえ、文書にて項目ごとに回答すること。 



【くらしと雇用をまもり、企業の将来展望をつくる 

『合意協力型』労使関係をめざす要求書】 
 

消費税増税をきっかけにした景気後退への懸念が顕在化しつつあります。５月の機械受注統計

の機械受注額は前月比で△２０％も激減しました。これは、統計をさかのぼることができる２００５年

以降で最大のマイナス幅です。 

景気後退の原因は、消費税増税と物価高騰に労働者・国民の賃金が追いつかず、消費が落ち込

んでいることであることは明らかです。実質賃金は１１ヶ月連続で前年実績を下回っています。とくに、

５月の実質賃金は△３．６％とリーマンショックの影響で一時金が減った２００９年１２月（△４．３％）

以来の落ち込みです。世帯当たりの消費支出も前年同月比で△８％も減少しています（総務省・家

計調査）。これも東日本大震災のあった２０１１年３月につぐ史上２番目の落ち込みです。労働者・国

民のくらしをよくするためにも、景気をよくし中小企業の経営をまもるためにも、労働者の賃金・労働

条件の向上と雇用の安定が求められます。 

ところが、安倍政権は消費税をさらに１０％にまで引き上げようとしています。また、法人税減税の

代替財源とするため、法人税軽減措置の見直しや外形標準課税の拡大など中小企業への課税を強

化しようとしています。経営者も、中小企業と地域経済をまもる立場から、消費税増税や中小企業へ

の課税強化に反対の声をあげるべきです。 

同時に、経営者には、労働者の雇用とくらしをまもる責任があります。 

ＪＭＩＵはこれまで経営者に対し、経営環境の悪化をどう乗り越え労働者のくらしをまもるのか、そ

の責任と方針を明確にするとともに、企業の実態などの情報を労使で共有し、企業の将来展望につ

いて率直に話し合える「合意協力型労使関係」を確立すること、労働者の知恵と力を引き出し、技

術・技能や営業力など、他社に負けない現場の力を強めることで企業の将来展望をつくることなどを

求めてきました。企業状況など情報を隠したり、経営環境の困難を労働者に一方的に転嫁したりす

る経営姿勢では労働者のやる気を喪失させるばかりで、企業の将来展望は生まれてきません。 

わたしたちの提起を率直に受け止めていただき、労使関係を前進させ、労働者の雇用をまもりな

がら、経営困難に立ち向かい、将来展望をつくりだしている企業も増えていますが、「合意協力型労

使関係」のいっそうの前進が今こそ求められています。ついては、次のとおり要求します。 
 

記 
 

１．消費税増税など新しい情勢のもと、労働者のくらし、雇用をまもり、将来展望をつくるという経営者

の責任を経営の理念と計画の土台に位置づけ、労使関係を前進させること。 

２．労使が、会社の最新の状況やとりまく環境について情報を常に共有し、会社施策につい共通の

認識を持てるようにするため、決算状況、資本（株主）構成の変化、人事異動などの情報並びに

年度と中長期の会社方針を開示し説明すること。とりわけ、消費税増税が、今後の業績にどの

ような影響を及ぼし、会社はどう対応しようと考えているのか、労働者の雇用とくらしをまもり、

企業の将来展望をつくる立場から、労使協議を行うこと。 

３．事前協議・同意協定を締結し、賃金・労働条件の変更、雇用、その他、重要な経営施策について

労使の共通の理解と合意にもとづき協力して実行できる体制をつくること。 

４．職場の風通しをよくし、不良・クレーム、納期遅れなどについて、責任の追求だけでなく、その原

因を明らかにすること。また、技術・技能の継承など経営者としての方針を明確にするとともに、

労働者・労働組合からの指摘・政策提起に真摯に耳を傾け対応すること。 

５．銀行、親会社、ユーザー（市場）、取引業者の動きや産業・業種、政治の動向など、企業をとりまく

環境について、常に労使で話し合い、現状認識が一致できるよう努力するとともに、一致できる

課題についての協力・共同を追及すること。 

６．以上の経営姿勢と労使関係のあり方を前提に、労使関係の前進と経営改善の課題について具

体化をはかりその実現に足を踏み出すこと。 


